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2020 年 12 月 30 日 

商 工 中 金 
 

瀬戸信用金庫との「事業再生・経営改善支援に関する業務協力契約」の 

締結について 

 

商工中金は、地方公共団体や関係機関、地域金融機関等と連携しながら、「地域経済の

活性化」や「地域雇用の創造」に貢献する中小企業等を積極的にサポートしています。 

  

 今般、商工中金は、中小企業へのソリューション提供を強化するため、瀬戸信用金庫

と「事業再生・経営改善支援に関する業務協力契約」を締結しました。なお本件は、商

工中金が信用金庫と事業再生や経営支援に関する分野で提携する第１号案件です。 

 本契約により、地域産業や雇用を担う中小企業に対して、事業再生や経営改善支援の

分野で両行の連携を一層深め、協調して中小企業の企業価値向上をサポートしていきま

す。 

 

両行は、相互の連携を円滑にするため、2004年 4月に業務協力文書を締結しています。

今回の契約締結により、「地域金融機関」と「公的金融機関」の持つそれぞれの機能や特

性を活かしながら、従来以上に連携を強化することで相乗効果を発揮し、地域経済の活

性化に貢献してまいります。 

 

商工中金は、地域金融機関と連携し、事業再生や経営改善支援をはじめとした各種ソ

リューションの提供により、中小企業の持続的成長を積極的にサポートしてまいります。 

 

 

１．業務連携・協力の主な内容 

① お取引先中小企業の経営改善計画または事業再生計画の策定支援 

② DDS・DES等、多様な再生手法にかかる情報交換・協調対応 

③ 経営改善計画を実行するために必要な資金ニーズに係る協調融資 

④ 経営改善計画を実行するために必要な本業支援等に係る情報交換や協調支援 

 

２．締結日 

2020年 12月 30日（水） 

 

 

 

 

 


